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現三井住友海上火災保険株式会社に入社し、その後、株式会社インターリスク総研に出向。
株式会社インターリスク総研において、リスクマネジメント及び危機管理に関する調査研究、
コンサルティングに従事している。現在、企業や施設におけるリスクマネジメントについて
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金沢大学　非常勤講師（平成21年9月～平成25年3月）
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Ⅰ．はじめに　～知識のワクチンを～

ただ今ご紹介いただきました、株式会社インターリスク総研の本田と申します。本日のテーマは、
「今、企業に求められる新型インフルエンザ等対策」ということですが、サブタイトルでは「新型イ
ンフルエンザ等対策特別措置法を踏まえて」とさせていただいております。特別措置法は、2013年
4月に施行されており、また、今年も季節性のインフルエンザの流行が非常に厳しい状況にある中
で、是非企業の皆さまにも対策を進めていただくとともに、既に対策をされている所は、本日の話
を見直しのきっかけにしていただければということで進めさせていただきます。
サブタイトルに「特別措置法」というキーワードを入れていますが、特別措置法の前に、「新型イ
ンフルエンザとは何か」という前提条件になるお話をさせていただきます。折しも先週金曜日、1
月23日に政府が新型インフルエンザ等対策訓練を行ったという報道がありました。今、経済的・政
治的なものを含め、国際的にも国を取り巻くいろいろな問題が山積しています。その中で、なぜ、
新型インフルエンザの対策訓練をこの時期に行ったのかと思われた方もいらっしゃるかと思いま
すが、それは国がこの新型インフルエンザ等対策を喫緊の課題と考えているからです。
私は危機管理リスクマネジメントをなりわいにしていますので、新型インフルエンザ、感染症は
もちろん、地震も仕事の対象に入っています。今、私どもが考えなくてはいけない課題として、首
都直下地震はもちろんありますが、人的被害という意味では、南海トラフ巨大地震に対する備えが
非常に懸念されています。南海トラフ巨大地震の国の被害想定は、人的被害ですが、最悪のシナリ
オの場合は32万人の方が亡くなるということになっています。もちろん、例えば耐震化、耐浪化の
備えをすることによって人的被害が減るという想定ですが、最悪の場合は最大32万人というシナ
リオが書かれています。
一方、今日お話をする新型インフルエンザも国の想定が出ており、こちらはちょうど倍の64万人
です。もちろんこの被害想定64万人も、感染防止策を的確に、いろいろな打ち手を講ずることによっ
て減らせるということは前提条件として付きますが、最悪の場合を考えた時に、ひょっとしたらそ
れぐらい大きな被害が出るかもしれないと考えているのが現状です。感染症ということで医療の
問題ではありますが、64万人という数字を頭の片隅に置くと、われわれ企業としてはやはり危機管
理の問題として考えていく必要がある、ということを踏まえてお話を進めさせていただきます。
1月は、センター試験が終わって入学試験の季節になります。試験もあらかじめ準備をしていな
いとうまくこなしていけません。われわれも準備をしていないと、次の新型インフルエンザが来た
時に抜き打ちテストになってしまう可能性があります。どういうことが国の行動計画に織り込ま
れているのか、特別措置法ではどのようなことを想定して対策を打つように考えられているのか
というところを、ぜひ今日は押さえていただきたいと思います。
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１．エボラ出血熱（Ebola virus disease）
「そこにあるリスクを認識する」とい
うことですが、感染症という切り口で
申し上げますと、去年の秋、われわれ
を驚かせたのはエボラ出血熱でした。
最初に報道されて以降、WHOのホー
ムページ等々で過去の流行についても
説明されていますが、世界的に見ると、
中央アフリカ、西アフリカで流行が繰
り返されており、過去の流行を振り
返ってみると、致死率25～ 90％とい
うことで大変高い数字を示し平均でも
約50％となっています。
年が明けて2015年1月12日、WHO

のホームページでは、感染者の累計が約2万2,000人となり、そのうち約4割の8,371人の方が亡くなってい
るという数字がアップされていました。エボラ出血熱にかかった方の4割が亡くなるというのは大変な
事実です。アフリカで発生した事態を、日本にそのまま持ってきてよいのかということですが、この現象
が示す意味を正しく理解していくことが必要なのだろうと感じる次第です。
なぜ4割の人が亡くなることで驚くかというと、やはり致死率が高いということにあります。しかし、
致死率だけでいうと、ほかにも高いものはいろいろあります。例えば、狂犬病は発症してしまうとほぼ
100％の方が亡くなるという、大変致死率の高い感染症です。しかし、狂犬病は臓器移植による例を除き、
感染した人からほかの人へ伝染しないということで、少し意味合いが違います。われわれが恐れる点は、
感染した人から別の人に感染することで、これは大変だと驚いたわけです。では、このエボラ出血熱は
どうなのでしょうか。（資料1）
資料2は厚生労働省のホームページ

のQ&Aをまとめたものです。まさにこ
こに書いてあるように、「咳やくしゃみ
を介してヒトからヒトに感染するイン
フルエンザ等の疾患とは異なり、簡単
にヒトからヒトに伝播する病気ではあ
りません」ということです。どういう形
で感染するかというと、「エボラウイル
スに感染し、症状が出ている患者さん
の体液等（血液、分泌物、吐物、排泄物）
や、患者の体液等に汚染された物質
に十分な防護なしに触れた際、ウイル
スが傷口や粘膜から侵入することで
感染する」ということです。これが分
かれば、例えば日本に患者さんがいたとしても、こういう形で症状が出ている患者さんの体液に触れる
ことがなければ感染はしません。咳やくしゃみをしていても簡単に感染するものではありません。結核
のように空気感染するものでもありません。自分の近くにウイルスが飛んできて簡単に感染するという
ものではないことを理解すれば、いたずらに恐怖心を持つ必要はありません。備えはしなくてはなりま
せんが、事実関係をきちんと受け止めて冷静に対応することが必要だということです。（資料2）

資料 1

資料 2
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（１）感染経路
今、「空気感染はしません」と
お話ししました。感染経路には、
「飛沫感染」「接触感染」「空気感
染」の3つがありますが、インフ
ルエンザの感染経路は、飛沫感
染と接触感染の二つが主要な感
染ルートです。つまり、われわ
れとしてはこの感染ルートを断
つことによって、インフルエン
ザを防ぐことができるというこ
とです。もちろん次の新型イン
フルエンザがどういう感染経路
になるかというのは発生してみ
ないと特定できませんが、基本
的には従来パターンを踏襲する
と飛沫感染と接触感染が大きなルートになると考えられています。今はもう季節性インフルエン
ザになっていますが、前回2009年の新型インフルエンザ流行時も、空気感染の可能性は否定できな
いが一般的に起きる科学的根拠はないということでした。われわれ企業は、飛沫感染と接触感染に
ついて徹底的に対応してくださいということで、いろいろなアドバイスなどが出ていたと思います。
飛沫感染は、文字通り咳やくしゃみをすることで排泄するウイルスです。ウイルスが飛沫として
飛んできます。例えば、私がくしゃみをして、咳をして、その唾が相手の方の粘膜（鼻や口）に直接
入って感染してしまうのが飛沫感染です。接触感染は、私がくしゃみをして、この手でドアノブや
エレベーターのボタンを触り、それを別の方が触った結果、間接的にその方の手から眼や口や鼻に
入るということです。その部位を別の人が触れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を触ることによっ
てウイルスが媒介されるのが接触感染です。この飛沫感染と接触感染が基本的な感染経路であり、
これに対策を講じてくださいということです。（資料3）

結核の場合は空気感染もあり
ますが、インフルエンザの場合
は、まず、飛沫感染と接触感染
を徹底的にたたきましょう、対
策を講じましょうということだ
と思います。（資料4）

資料 3

資料 4
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（２）エボラ出血熱（Ebola virus disease）
エボラ出血熱のおさらいです。
2～ 21日の潜伏期間で発熱、頭痛
等々が出て、嘔吐、下痢、胸部痛、
出血（吐血、下血）等の症状が出ま
す。今、様々な治験が進んでいる
状況で、今後いろいろな治療法が
出てくると思いますが、今のとこ
ろは患者の症状に応じた治療とい
うことで、対症療法だけです。

（資料5）

２．「鳥インフルエンザ」そして「新型インフルエンザ」
次はインフルエンザに
関するおさらいです。ま
ず、新型インフルエンザ
の前に鳥インフルエンザ
ということで、今、中国
でH7N9型が懸念される
状況になっています。基
本的に、鳥インフルエン
ザと書いてあるものは鳥
同士、動物同士の間で感
染するもので鳥の病気で
す。人が鳥に密接な接触
をすることによって、鳥
の病気である鳥インフル
エンザにかかってしまう
ということです。ここま
では鳥インフルエンザです。
ところが、本来であれば鳥から鳥、まれに鳥から人であったのが、ウイルスのタイプが変異する
ことによって人から人に容易に感染するようになると、新型インフルエンザということになりま
す。本来は同種動物間でしか感染しないものが、鳥から豚へ、そして人へと、感染する過程でウイ
ルスが変異することによって人から人に感染するタイプが発生します。季節性のインフルエンザ
には、免疫が有る、無いという話があります。しかし、新型インフルエンザは新しいタイプで免疫
が全くないので、パンデミック、いわゆる世界的な大流行になることが懸念されているのです。
2009年は鳥由来ではなく、豚由来のインフルエンザが新型インフルエンザになったことを付け加
えさせていただきます。（資料6）

資料 5

資料 6
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（１）鳥インフルエンザの人への感染事例
この鳥インフルエンザ
は、過去何十年にもわたっ
て歴史があります。2013
年から2014年には、H7N9
が中国で流行しました
が、これまでにはいろい
ろな型が出ています。

（資料7）

（２）当時も今も懸念されるのは、H5N1
ウイルスの型としては、H5N1
というものが特別措置法のそもそ
もの背景であり、懸念されている
鳥インフルエンザです。H5N1が
当時も今も懸念されており、2009
年の流行の前にも、新型インフル
エンザに対するいろいろな行動計
画やガイドラインが出ましたが、
その懸念材料が、今も東南アジア、
中東、エジプト等で流行している
鳥インフルエンザH5N1だったの
です。今年1月初めにWHOでレ
ポートされた数字は、694人の方
が感染して402人の方が亡くなっ
ているということで、かなり高い
致死率を示していますが、これはまだ鳥インフルエンザの段階です。
先ほど示したように、鳥インフルエンザウイルスが突然変異を起こして人から人に感染するよ
うになってしまうと、われわれは免疫がないので、その病原性の高さから大きな被害、特に社会活
動、社会機能へ大きな影響が出るのではないかということです。そこで、今日お話しする特別措置
法をはじめ、いろいろな環境整備が行なわれました。
2015年1月には、H5N1、H7N9が「特定鳥インフルエンザ」に指定されました。H5N1については、
非常に病原性が高い鳥インフルエンザがベースになっているので、新型インフルエンザになった
時に大変だということで、もともと二類の感染症に指定されていましたが、今回の指定によって
H5N1とH7N9の二つの鳥インフルエンザが二類感染症という扱いになっています。（資料8）

資料 7

資料 8
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資料9は厚生労働省の
ホームページで、少し古
い図ですが、色の付いて
いる所で流行、あるいは
亡くなられた方が出てい
ます。（資料9）

（３）鳥インフルエンザと新型インフルエンザ
今までのお話をまとめると、こ

うなります。鳥インフルエンザは、
基本的には鳥の病気です。例えば
中国では、市場に行くと鳥が生き
たままの状況で売られているとこ
ろがあります。それを抱えて家に
帰り、絞めて食べるという環境の
下で鳥に非常に密接な接触をする
人がいると、その人に感染してし
まうことがあり、これは散発的に
発生します。
それから、鳥から人に感染した
後、まれにその人から別の人に感
染することがあります。事例とし
ては、家族間でお子さんが感染してしまったら、そのご両親はお子さんと密接な接触をすることで
感染するようなことです。しかし、それはよそのお宅や学校で感染してしまうということではありま
せん。鳥から人は散発的、さらに次の人へも散発的であって持続的ではありません。この段階では鳥
インフルエンザは鳥インフルエンザのままですので、先ほど申し上げた二類感染症です。したがって、
感染症法、検疫法に基づいて対応が行われ、今日お話しする特別措置法は発動しません。
今日のメイントピックの特別措置法は、鳥インフルエンザのウイルスが変異して、人から人へ感染

するようになると、最悪の場合64万人が亡くなるかもしれないという想定の下、それが起こらないよ
うにする為に発動させるものです。人から人への感染が持続的に起こり拡大する、しかも、われわれ
は基本的に免疫を持っていない為、人的被害が甚大になるということで、あらゆる法律を駆使して
総合的に対応しましょうというのが新型インフルエンザ対策の世界になると思います。（資料10）

資料 9

資料 10
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Ⅱ．新型インフルエンザ等対策特別措置法
　  ～今、押さえておくべきこと～

１．新型インフルエンザ等対策の基本方針
新型インフルエンザ等
対策特別措置法で、どの
ようなことをやらなくて
はならないかということ
をこれからお話しします
が、全体の内容としては
資料11のスライドに尽き
ます。これは、新型イン
フルエンザ等対策特別措
置法ができた時、なぜこ
の法律をつくることに
なったのかということを
示すために書かれたもの
です。
基本方針は、二つ出さ
れています。新型インフ
ルエンザは感染症であ
り、感染してしまった時に健康被害が出ます。免疫も持っていないし、もともとの鳥インフルエン
ザの病原性が非常に高いものであれば、致死率も高いものになる可能性があります。その時に、で
きるだけの手を尽くして国民の生命を守らなくてはならず、一つ目は、「国民の生命及び健康を保
護する」ということです。しかしながら、感染症で人から人にたやすく感染するからこそ、「新型」
という名が付くわけです。では、人と人が接触しないようにすればよいかというと、それは話が違
います。人と人が接触しないようにするには、「できれば自宅にいてください」「経済活動はできる
だけ縮小しましょう」ということになります。それでは国自体がもちません。やはり国としての国
民生活を維持する必要があります。食べるものも運べなくなったら困ります。そこで、「国民生活
及び国民経済に及ぼす影響が最小になるようにする」という、この二つ目の方針があるのです。
一つ目の方針に対するキーワードは、「感染防止」です。二つ目の、国民生活・国民経済に及ぼす
影響を最小にする為のキーワードは、「事業継続」です。誤解をしていただくと困るのですが、事業
継続というのは全てのものをフル稼働させるということではなく、事と次第によってはお休みす
るものもあるという前提が付きます。つまり、やるべきことをやるということです。特別措置法の
世界で申し上げれば、新型インフルエンザの感染拡大を防止して、広がらないようにすることが一
つです。そして、もう一つの柱が事業継続で、国民生活・国民経済に及ぼす影響を最小にしましょ
うということです。（資料11）

資料 11
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（１）特措法、行動計画、ガイドラインの流れ
ここまでは新型インフ
ルエンザ等対策特別措置
法の話です。これと合わ
せて、新型インフルエン
ザ等対策政府行動計画と
新型インフルエンザ等対
策ガイドラインという、
大きな三つの柱がありま
す。皆さまご承知の通り、
メキシコ発、豚インフル
エンザ由来の新型インフ
ルエンザが、日本にも
2009年4月末から5月にか
けて入ってきました。国
としては、2009年の流行
より前に政府の行動計画
が2005年にできており、
事業者向けのガイドラインの他、いろいろなガイドラインが流行の直前である2009年2月には出来
上がっていました。ただ、法的根拠、つまり行動計画やガイドラインがそもそもどのような根拠で
動いているのかというところが欠けていました。（資料12）

（２）「特措法」、「政府行動計画」、「ガイドライン」の関係
そこで、それらを仕切り直し
て、特別措置法が2012年5月に公
布され、2013年4月13日に施行さ
れています。これを基に、2013年
6月7日に政府の行動計画が改定
され、ガイドラインも6月26日に
でき、この三本柱が揃ったのが、
2013年6月です。（資料13）

資料 13

資料 12
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２．新型インフルエンザ等対策の役割分担
次は、新型インフルエンザの
対策は、誰がどうすればよいの
かという話です。今日は企業向
けのお話ということで、事業者
向けのガイドラインの話もしま
すが、その時にポイントになっ
てくるのは、三つの事業者です。
三つとなっていますが、大きく
分けると二つの固まりになりま
す。
三つのうち、役割分担を考え
る時のキーワードとしては、一
つ目に指定（地方）公共機関、二
つ目に登録事業者、三つ目に一
般の事業者ということになりま
す。最初の二つがどのような役割を担っているかというと、まず指定（地方）公共機関は新型インフ
ルエンザが発生した時は、特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有し
ます。登録事業者は、新型インフルエンザ等の発生時においても、最低限の国民生活を維持する観
点から、それぞれの社会的使命を果たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から、
職場における感染対策の実施や重要業務の事業継続などの準備を積極的に行うことが重要であり、
新型インフルエンザ等の発生時にはその活動を継続するように務めます。ポイントは、最初の二つ
の指定（地方）公共機関と登録事業者の方たちは、基本的には新型インフルエンザ等が発生する前
から準備をして、やるべきことをきちんとやってくださいということです。まず事業を継続する為
の前提条件として、事業者内の感染拡大を抑制して、従業員に仕事をしてもらわなくてはなりませ
ん。その上で、国民経済に影響がないよう、破綻しないように自社の事業をやっていただくことが、
この指定（地方）公共機関と登録事業者の役割です。（資料14）

もう一つは、一般の事業者で
す。もちろん、一般の事業者も
最初のキーワードである「感染
拡大防止」のところは共通です。
事業者は、新型インフルエンザ
等の発生に備えて、職場におけ
る感染対策を行うことが求めら
れます。経営者には従業員を守
る義務があります。安全配慮義
務がありますから、まず感染防
止対策を行いましょう。次に、
指定（地方）公共機関や特定事業
者は、基本的には国民経済が破
綻しないようにしっかり業務を
行うということでしたが、一般

資料 14

資料 15

月
例
セ
ミ
ナ
ー

（
本
田
講
師
）



11

の事業者の場合は事と次第によります。「国民の生命および健康に著しく重大な被害を与えるおそ
れのある新型インフルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが
望まれる」「特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置の徹底が求め
られる」ということになっています。流行期が幾つか分かれているので、その時の状況によります
が、流行が国内発生早期から国内感染期と徐々にまん延してきた時、場合によっては、感染防止の
観点から不特定多数の方が集まるような事業は縮小したり、お休みをしたりしたほうがよいのでは
ないかということが書かれています。もう少し流行が拡大すると「お休みしてください」というこ
とが出てきますが、これについては後の段階でお話しさせていただきます。（資料15）

（１）指定（地方）公共機関

指定（地方）公共機関とはどのような所かというと、災害対策基本法、事態対処法等で指定されて
いる指定公共機関を基に、感染症対策を考慮して既にこういう方たちがノミネートされています。
医療関係、電気、ガス、鉄道、貨物等々と、輸送、運送、金融なども入っています。基本的には、国
の活動がきちんと回っていく為に、社会機能が維持される為に頑張っていただかなければいけな
い方たちが入っているわけです。（資料16）

資料 16
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（２）登録事業者：特定接種の対象
しかしながら、指定（地方）公
共機関の方たちだけが頑張って
も、当然、国は回っていかないこ
とも分かっています。そこで登
録事業者の方たちが出てくるこ
とになります。基本的には、医
療、電気、ガス、水道、金融があ
るというお話をしましたが、医
療提供または国民生活・国民経
済の安定に寄与する業務を行う
事業者で、厚生労働大臣の登録
を受けている方たちです。具体
的には、政府行動計画による整
理では、「医療分野」の方と「国
民生活・国民経済安定分野」の
方が出てきます。（資料17）

もう少し細かく言うと、介護・
福祉、電気、ガス、医療機器製造、
中央銀行、郵便、医薬品、内・外
航海運、報道事業者などです。
エネルギー系では、石油元売、熱
供給です。そして、どうしても
欠かせないのが食料品の製造・
販売、流通の方たちで、登録事業
者の名の下にしっかり頑張って
いただきましょうということで
す。指定（地方）公共機関はもち
ろん重要ですが、その方たちだ
けでは国の機能は回していけな
いので、登録事業者の方と手に
手を取って頑張っていただく形
になるかと思います。登録事業者の方に頑張ってくださいと言うからには、発生時における特定接
種ということで、従業員の方に先行的予防接種を行うことが枠組みとして決まっています。（資料18）

資料 17

資料 18
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３．新型インフルエンザ等緊急事態宣言
先ほど、「事と次第によっては事業
者の方に業務をお休み、または縮小
してもらいましょう」という話がある
と申し上げましたが、特別措置法の
下では緊急事態宣言が出される可能
性があります。2009年の場合、結果と
して病原性もそれほど高くなく、日
本でもお亡くなりになった方は出ま
したが、それは何万人、何十万人とい
う数字ではありません。今回、もし新
型インフルエンザ等（国民の生命・健
康に著しく重大な被害を与えるおそ
れがあるものに限る）が国内に発生
し、しかも、全国的かつ急速なまん延で、このままいくと大変なことになってしまう、国民生活・国民
経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるという場合には、緊急事態宣言を出せることになっています。
緊急事態宣言は、いろいろな行動制限というか人権にかかわるようなことも出てきますので、ずっ

と続けてよいものではありません。基本的に緊急事態宣言の期間は2年を超えないようにしてくださ
いということです。期間の延長が必要であると認められた場合は、1年を超えない範囲ということなの
で、2＋1年ということになると思います。前回2009年の流行も、最終的には18カ月から24カ月というこ
とで、2年は超えなかったと思います。（資料19）

実際にどのようなことが行われる
かというと、われわれに関係してくる
のは外出自粛要請の辺りだと思いま
す。流行初期の封じ込めということ
で、できればこの地域の方たちは外
出自粛をしてくださいという話があ
ります。次に、興行場、催事の制限等
の要請・指示です。特定多数の方が
集まるホールやドームの業務につい
ては、営業を少しお休みしてくださ
いという要請や指示が出る可能性も
ありますが、これはあくまで緊急事
態宣言が出た場合です。
それから、登録事業者の方には特定接種がありましたが、住民に対する予防接種もあり、これも緊
急事態宣言が出されているときに実施します。住民ということは、企業の場合で考えれば従業員に対
する住民接種が出てくる可能性があるということです。
緊急事態宣言のもとでは、医療提供体制の確保も求められています。また、輸送事業者は緊急物資

をきちんと運んでください、そして物資が逼迫（ひっぱく）して物が足りなくなります、売り惜しみを
しないでくださいということも書かれています。埋葬・火葬の特例もあり、火葬が間に合わなくなる
ので墓地への一時的な埋葬にも触れています。そのようなことが、特別措置法の下で緊急事態宣言が
宣言されると出てきます。この辺りまでが法律全体の立て付けです。（資料20）

資料 19

資料 20
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Ⅲ．新型インフルエンザ等対策の策定と見直しのポイント
　  ～感染防止と事業継続～

１．今、企業に求められる対策
「感染防止」と「事業計画」の二本
柱で考えましょうという話をしまし
たが、この二本柱について、具体的
な話を進めていきたいと思います。

（資料21）

（１）2009年の流行を振り返る
「故きを温ねて（ふるきをたずねて）
新しきを知る」という言葉がありま
す。ここで2009年の流行を振り返っ
てみましょう。日本におけるH5N1の
流行、つまり2009年の新型インフル
エンザは他国に比べて死亡率が非常
に低かったのです。10万人当たりの
死亡率について、カナダが1.32、アメ
リカが3.96という時に、日本は0.16と
いうことで、諸外国、先進国の中で
も非常に低い数字でした。
医療の専門家の方が総括している
資料によると、基本的に次の三つの
理由が、他国に比べて死亡率が低
かった原因ではないかということで挙げられております。一つは、これは国に感謝しなくてはいけな
いのではないかと思うのですが、国民皆保険制度の下で医療機関へのアクセスが非常に良いことで
す。2009年、最初にメキシコで新型インフルエンザが出た時に、致死率が非常に高いものではないか
という報道が最初の2週間ぐらい出回っていました。発生した国では、保険制度を含めて、医療機関
に対する敷居が非常に高く、本当に大変な状況になってから医療機関に来るので、そこから救うの
はなかなか大変だったということであり、その辺の事情が日本では非常に恵まれているということ
です。
二つ目は、保健衛生の水準です。当時、どこの企業にお邪魔しても受付にはアルコール性の消毒液

が置いてありました。子供の時から手洗いという教育をわれわれは受けています。何だかんだといっ
ても、保健衛生の水準が高く、それを着実に実践したということだと思います。
三つ目は、抗インフルエンザウイルス薬がきちんと準備されていたということです。（資料22）

資料 21

資料 22
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（２）新型インフルエンザを想定した感染症対策を行っていますか
これらの要因はそのま
ま今後も貢献してくれる
要素になると思います
が、次に企業の観点から
考えてみましょう。私ども
インターリスク総研では、
「感染症に対する備えは
どうですか」というアン
ケート調査を、2009年に
新型インフルエンザが流
行する前から行っていま
したが、2008年、2009年、
2010年のデータを示しま
す。感染症対策を実行し
ている企業は、流行を境
目に倍くらいに増えてお
り、その後また増えて、2010年の段階では8割ぐらいの企業が「やっています」と答えられています。
ところが、ここには落とし穴がありました。これは4年半前の数字です。2013年に、中国でH7N9
の流行がありましたが、その時には、いろいろな企業から「中国で流行している鳥インフルエンザ
について教えて下さい」と基本的なご照会をいただくわけですが、これは企業の場合、人事異動で
人が替わるので、4～ 5年前に担当していた方が必ずしも今いるとは限らないからです。当時、「感
染症に対する事業継続計画を作りましたがよく分かりません」というお尋ねもありました。組織と
して考える時に、作ったもの、準備したものがきちんと今でも活用できるのかどうか、この機会に
ぜひ見直していただけたらと思います。（資料23）

（３）そのとき、企業はどう対応したか
当時対応したことにつ
いても、「衛生資材の備蓄」
「社員への啓発」「発生直
後の緊急対応計画の策定」
と資料24に書いてありま
す。ここでやったことが
今でもきちんと残ってい
るか、継続されているか
どうかをご担当の方がぜ
ひ確認していただければ
と思います。（資料24）

資料 23

資料 24
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２．感染防止
2013年から2014年にかけて中
国でH7N9という鳥インフルエ
ンザの流行がありました。中国
に拠点を持っている企業は、社
員や家族がそこにいるので、当
然対策を立てなくてはなりませ
んでした。感染防止について、
上海の日本国総領事館が、鳥イ
ンフルエンザ関連情報を日本語
ホームページで掲載していま
す。「在留邦人の方におかれま
しては、以下の諸点にご注意願
います」ということで、資料25
は2015年1月5日の鳥インフルエ
ンザ情報第92報です。どんどん
アップデートされていますが、
どんなことが書いてあるかを見
てください。これは中国で出さ
れているので、基本的に中国の
鳥インフルエンザについて書い
てありますが、「発熱、咳などの
呼吸器感染の症状が発症、特に
高熱の発症や呼吸困難の症状が
見られた場合は、速やかに医師
の診断を受けるようにお願い致
します」ということで、この注
意事項は、季節性のインフルエ
ンザはもちろん、今度新型イン
フルエンザが発生した場合も全
く同じです。ただし、日本にお
ける新型インフルエンザの場合、「危ないと思った時にそのまま医療機関に行ってはいけない」と
いうことがあります。日本では、海外発生期から国内発生早期において発症した場合、帰国者・接
触者相談センターに連絡して指示を受けます。ここは留意していただきたいのですが、基本的な考
え方は同じです。中国特有のことは、「不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず」というところ
だけです。日本の場合は、よほどの環境にない限り「不用意に鳥・家畜」という状況はあまりない
と思います。中国の場合は、市場に行くと生きた鳥がかごに入って、あるいはぶら下がって売って
いる状況です。
それ以外は日本でも同じです。「手洗い、うがい等を励行し、衛生管理に十分注意してください。
また、十分な栄養、睡眠をとり、平素から体調管理に気を付けてください」「外出する場合には、人
混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心掛けてください」ということです。
どこへ行っても、どんな状況にあっても、飛沫感染、接触感染ということは全く同じなのです。そ
うすると、われわれがやらなければいけないことも全く同じになるのです。

資料 25

資料 26
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資料25に書いてあることで、難しくてできないようなことはありませんが、これを全員で実践する
ことがポイントなのです。残念ながら、一人でもこれができないと、人から人に感染するので大変な
ことになります。会社であれば会社、その中のもう少し小さいユニットでは、部、課、あるいはフロア
で、一人でもしくじる人が出ると、そこからウイルスが漏れていって感染が拡大してしまいます。
海外の場合、当然ながら日本から出向している方だけではなく、現地の従業員とリスクコミュニ
ケーションをしておかないと、感染症を防ぐことはできません。飛沫感染、接触感染を断つという
基本の部分をしっかりやることが、どれだけ重要になってくるかということです。全員が実践でき
ることがとても重要なのです。ここまでが「感染防止」のお話になります。（資料25, 26）

３．BCPは代替戦略
次は、「感染防止」と「事業継続」
の二本柱のうち、事業継続につ
いてお話しします。事業継続と
いうと難しそうに思われるかも
しれませんが、基本的にBCPは
代替戦略なのです。今は平常時
で、東京では地震も起こってい
ないし、新型インフルエンザが
流行しているわけでもありませ
ん。このような時は、「新型イン
フルエンザはどうするのか、事
業継続はどうするのか」と難し
く考えてしまいますが、基本に
戻ると、資料27の「災害時には、
資源が限られる。理論的には、
災害前と同じ資源が確保できれば、事業継続は可能」という文章に尽きます。新型インフルエンザ
等もそうですが、災害が起こった時には資源が限られ、人・物・金の全てがなくなることもありま
す。理論的に、災害が起こったとしても同じ資源が確保できていれば事業継続は可能です。ところ
が、新型インフルエンザ等では最大最悪の場合64万人の方が亡くなるかもしれません。つまり、人
が欠けるということは大前提で、流行すればたくさんの方が職場から離脱し、また亡くなる方もた
くさん出るでしょう。では、どうやって人を補充していくか、足りない所を補っていくかというこ
とがポイントになります。足りなくなるものは必ず出ます。事業継続をするに当たって、その足り
ない部分をどのように代替していくかということを見つけてください。それを紙に落とし込んだ
ものが事業継続計画なのです。（資料27）

資料 27
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（１）BCPとBCM
資料28は内閣府のホームペー
ジにある事業継続ガイドライン
からの引用です。事業継続計画
とは、地震もそうですが、感染
症がまん延して不測の事態が発
生しても、重要な事業を中断さ
せない、できれば準備をするこ
とに中断させないようにしま
しょうということです。さすが
に国の想定で64万人亡くなるか
もしれない事態が発生すれば、
中断もするでしょう。しかし、
中断しても可能な限り短い時間
で復旧させてください。その為
にやるべき方針、体制、手順等
を示したものが事業継続計画ということです。（資料28）

これを図に描くと資料
29のようになります。縦
軸に事業の操業レベル
100％のラインと、横軸
に時間をとっています。
新型インフルエンザが発
生すると、ここで人が感
染してこのような形で操
業レベルが落ちていきま
す。ある時、感染が急拡
大すると欠勤率が増え、
操業レベルが落ちてしま
います。何もしていない
と、このように回復して
いきますが、準備するこ
とによってできるだけ早
めに回復しましょうとい
うことです。（資料29）

資料 29

資料 28
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４． 事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン
　　（2013年6月26日に改定＝策定）
地震と新型インフルエンザ等では、事業継続の考え方で違う所があります。地震の場合、起こっ

てしまうと、そこから「この地震はなかったことにしてください」ということはできません。被害が
確定し、基本的に建物が壊れたものはそのままですし、亡くなった方もそのままです。新型インフ
ルエンザ等の場合も大筋は同じですが、違うことは、感染の拡大防止策を取ることができるという
ことです。感染症はみんな免疫を持っていませんから、海外で発生したとしても、日本に入ってき
ます。ただし、先ほどの基本の三つの感染経路のうち、接触感染と飛沫感染をしっかりやりましょ
うとなっていて、そこがしっかりできている所とそうでない所はやはり違うわけです。ここが重要
です。うまくやれば、この落ち込みを少し緩めることができるのです。もちろん、非常に感染力が強
く病原性の高いものが来るとなかなかそれも難しいと思いますが、何もやっていない所としっかり
やっている所で差が出るのが、この行動計画、ガイドライン等々で書かれていることだと思います。
国から「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン」がA4版二十数ページ
で出されています。今日は全部の解説はできませんが、その中から対策を立てていただく、あるい
は対策を見直していただく時のヒントを説明したいと思います。

（１）BCPにおける地震と新型インフルエンザ等の差　緊急事態としての特徴が異なる
事業継続の観点として、
地震とインフルエンザは
よく比較されます。地震
と違うのは丸で囲んであ
る所です。地震の場合、起
こってしまった後にはも
う変えようがありません
が、新型インフルエンザ
の場合は、その後どう動
くかによって感染が拡大
するかどうかということ
になります。人が動けば
動くほど、お互いに会え
ば会うほど、感染のリス
クが増えてくるのです。
当然、飛沫感染、接触感
染の可能性が出てくるので、感染リスクや社会的責任、経営面を考慮して、事業継続のレベルを決
めます。指定（地方）公共機関、登録事業者の方は、感染防止と事業継続をしっかり行ってください。
一般事業者の方は、全てを今まで通りにフル稼働で行うかどうかをよく考えてください。
もう一つは、海外で発生した場合です。新型インフルエンザ等の場合、海外のどこかで発生した
ものが一定期間後に日本に入ってくるという国の想定であり、海外で発生したものが日本に入っ
てくるまでに若干の準備期間ができます。ただ、そこからいろいろなものを買いに走ろうとしても
駄目ですから、そこはあまり過大な期待をせずに、今から準備していただきたいということがあり
ます。
それから、被害規模は感染防止対策によって左右されます。これもくどいようですが、感染防止
対策をやっている所とやっていない所では差が出ます。（資料30）

資料 30
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（２）新型インフルエンザBCPにおける留意点
海外のどこで発生しても、若
干のずれはあっても流行は全世
界に拡大します。今、ハリケー
ンや巨大な地震、そして日本の
台風でも、海外からの支援はあ
りますが、新型インフルエンザ
等の場合は自国のことだけでも
大変になりますので、救援を
送ったり、もらったりは難しい
だろうと思います。マスク等の
個人防護具は払底してしまいま
す。流行期間は長期化し、18カ
月から24カ月の持久戦になりま
す。人的被害が甚大ということ
ですが、国の想定、行動計画と
事業者向けのガイドラインの大前提となっているのは、国民の4人に1人が感染するということな
のです。（資料31）

（３）新型インフルエンザ等流行のシナリオ
国は、4人に1人が感染して、
感染した方のうち50人に1人が
亡くなるという想定を立ててい
ます。つまり、今、日本の人口が
1億2,800万人と仮置きをすると、
その4分の1の3,200万人が感染
します。3,200万人のうち50人に
1人、つまり2％の方が亡くなる
と想定していますので、3,200万
人×2％ということで、冒頭に
申し上げた64万人になります。
1億2,800万人×4分の1（25％）×
2％で、ここに出てきている64万
人になります。この前提はスペ
インインフルエンザ程度の致死
率2％ということですが、もう少しマイルドなものだと亡くなる方の想定数は小さくなります。も
ちろん、これは最悪の場合で考えています。くどいようですが、われわれが的確に準備をして接触
感染、飛沫感染の対応をしっかりすることで、感染者の数は減らせるのだと思いますから、事業者
としてやるべきことを実行しましょう。（資料32）

資料 31

資料 32
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（４）新型インフルエンザ等対策体制の検討・確立
（ⅰ）危機管理体制の整備
ここからは、新型インフルエ
ンザ等に関する事業者向けのガ
イドラインの中から順番にポイ
ントをご説明していきます。発
生前の平常時の段階からいろい
ろなことを決めておいてくださ
い。以前もそうでしたが、実際
に感染症が発生して、日本に
入ってきてからではできること
が限られます。マスクはない、
そしてアルコール性の消毒剤も
ないということでは、準備がな
かなか整いません。この辺りは
今から準備していただくことが
重要です。何事もそうですが、
リスクマネジメントはトップダウンだと思います。経営責任者が率先してやるということです。
それから、危機管理、リスクマネジメントの問題でありながら、ベースは感染症ということで医
療の問題にもなります。産業医の方、また産業医がおられない企業であれば近隣の医療機関、管轄
の保健所等々とご相談いただくことも必要になってくると思います。また、一部の業務を縮小した
り在宅勤務にしたりすると、当然勤怠管理の問題や労働時間など人事関係の問題が出てきます。人
事の方、労働組合の方とも事前に話をしておかないと、流行が始まってからこれらのことを全部決
めるのではとても回りません。
代替意思決定体制というのは、新型の場合、誰が感染するか分からないので、「意思決定者が感
染した場合は誰が対応するのか」という、一次代行者、二次代行者を今の段階から決めておくこと
が必要になってくるということです。（資料33）

平時においてBCPの運用推進
体制を確立してください。産業
医、近隣の医療機関というのは、
先ほど申し上げた所です。経営
者をトップとした危機管理組織
を設置してください。（資料34）

資料 33

資料 34
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（ⅱ）情報収集・共有体制の整備
前回の新型インフルエンザで
大変ご苦労された方もいらっ
しゃるかと思います。平時から
新型インフルエンザ等に関する
正しい情報を収集してください
ということです。今はインター
ネットの時代なので、マスコミ
等々からいろいろなものが出る
と思いますが、冒頭に申し上げ
たエボラ出血熱でも、殺人ウイ
ルスのような形でセンセーショ
ナルに取り上げられた部分だけ
をインプットしてしまうと、い
たずらに混乱を招いてしまう可
能性があります。冷静に恐れる
という観点からすると、正しい情報が取れる所、国でいえば厚生労働省、内閣官房、外務省等々、
海外でいえば在外公館が出しているものでもよいかと思います。つまり、この感染症は一体何なの
かが見えるような形にしないといけないので、その体制を整えておくということです。
これは良いのか悪いのか分かりませんが、ホームページは結構構成が変わります。例えば、
WHOやCDC（アメリカ疾病管理予防センター）など、どういう所をクリックしていくと順番に情報
が出てくるかというのは、毎日は変わりませんが、一定期間経過すると変わります。「お気に入り」
のような形で取っておいてもよいのですが、一定期間ごとに見ていかないと、本来取れると思って
いた情報がどこに行ってしまったかということは十分にあり得ます。こういう所は定期的にメン
テナンスしていただくことがとても重要だと思います。担当の方を決めるなどして、いつでも正し
い情報が取れるような体制をぜひ取っておいていただきたいと思います。
資料35の「発生時を想定して、従業員の発症状況や欠勤の可能性等」とありますが、これは個人
を詮索することでは決してありません。従業員の緊急連絡先や学校・保育施設に通う子供の有無、
要介護家族の有無等々と書いてあるのは、4人に1人が感染し、ピーク時には4割欠勤するという想
定のもとで、いろいろな事が起こり得ると言っているわけです。
まず学校・保育施設等が最初に臨時休業します。子供同士で「人と人の接触はやめましょう。2メー
トル離れましょう」と言っても全然通用しませんから、できるだけ最初の段階で流行を拡大させな
いように学校がお休みになります。そうしますと、共働きのお父さんかお母さんのどちらかは家に
いないといけないということが出てきます。
高齢者入所施設については、高齢者の方全員におうちに帰っていただくこともできませんし、帰
る所のない方もいらっしゃるかもしれませんので、感染防止対策を強化しつつ継続されますが、デ
イサービス（通所）については、お休みがあり得ます。そうしますと、「おじいちゃんがデイサービ
スに行っている日は、私はパートに行きます」という方が、おうちで介護をしなくてはならならな
い為、働けなくなる可能性があります。4人に1人が感染することで、ピーク時には10人のうち4人
が欠勤ということもあるかもしれません。企業は、それに備えておく必要があります。（資料35）

資料 35
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繰り返しになりますが、情報
収集・共有体制を整備してくだ
さい。海外進出事業者において
は、先ほど申し上げたような点
に加え、在外公館、現地国政府
の保健部局からの情報収集で
す。企業は、現地に駐在してい
る従業員があれば、その方に動
いていただくということを、流
行してからではなく、今から時
間をかけてやっておいたほうが
よいです。流行が東南アジア某
国で始まったから調べろといっ
ても、その時は既に向こうの国
は大混乱になってしまっている
ので、今から当該国のことについては調べておいてくださいということです。（資料36）

新型インフルエンザ等発生時
の行動についても、普及啓発・
訓練を行ってください。ここは、
いわゆるリスクコミュニケー
ションです。「新型インフルエ
ンザ等発生時に業務に従事する
者に対して、その感染リスクの
提言方法を理解・納得させる」
というのは、先ほど来、私が申
し上げていたところです。つま
り、接触感染、飛沫感染を防ぐ
為にはどうすればよいかという
ことで、そんなに難しい話では
ありません。手洗いやマスクの
着用等、そういうところを徹底
していただくということです。理解していても、それを実行しなければ飛沫感染と接触感染を防げ
ません。行動変容をしていただくことがとても大事かと思います。（資料37）

資料 36

資料 37
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情報収集のまとめです。情報
収集は平常時から行っておきま
す。公的機関を中心に、ホーム
ページも変わってしまったりす
るので、平常時からフォローし
ておいてください。社員の方の
情報入手ルートをまとめ、電話
番号、連絡先は最新情報を整備
します。（資料38）

社員の方に対する教育・研修
ということでは、既にいろいろな
ものが出ています。厚生労働省や
国立感染症研究所などの信頼で
きる公的機関から、いろいろなパ
ンフレットや小冊子などが出て
います。保健所もとても良いもの
を出している所がたくさんあり
ます。ぜひそのようなものを使
い、情報を浸透させるところに
エネルギーを使っていただいた
ほうがよいと思います。また、
自社のことだけではなく、サプ
ライチェーン全体のことも考え
ていただく必要があります。

（資料39）

資料 38

資料 39
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（５）感染防止対策の検討・実施
（ⅰ）職場における感染リスクについて、職場ごとに評価し、リスクを低減する方法を検討する
実際にどのようにするのかと

いうことで、ガイドラインには
「職場における感染リスクにつ
いて、職場ごとに評価し、リス
クを低減する方法」と書いてあ
ります。この一行はとても大事
ですから、ぜひ徹底していただ
ければと思います。「発熱や咳
など、症状がある従業員の出勤
停止を促す」ということです。飛
沫感染、接触感染は、症状のあ
る人が出てきたらそこで勝負
あったになってしまいます。日
本の場合、少し調子が悪いけど
頑張って出勤してきましたとい
うのが美徳のように語られることが多いのですが、それは致命傷になってしまうわけです。症状のあ
る人は出てこないようにということを、上の方から言っていただかないとなかなか難しいと思いま
す。上の方が率先することによって、他の皆さんがそれにフォローしていくことになると思います。
飛沫感染、接触感染を防ぎましょうという大前提はありますが、免疫がない新型インフルエンザ

等なので、4人に1人が感染するという国の想定から考えると、残念ながら、感染する人は必ず出ます。
家で発症したのなら、出てこないことを徹底していただくという行動変容が重要です。朝は元気で、
昼飯の時にどうも調子悪い、そして午後3時に熱を測ったら38度5分だったという場合、社内で発症
ということになります。（資料40）

（ⅱ）事業所で従業員が発症した場合の対処
事業所で従業員が発症した場
合の対処が、事業者向けのガイ
ドラインに入っています。そこ
で、熱だけならまだしも、吐い
てしまったということが考えら
れます。発症の疑いのある者を
会議室等の別室に移動させ、他
者との接触を防ぐ必要がありま
す。大きなフロアにそのままに
しておくのは困ります。発症者
が自力で別室に向かうことがで
きない場合、個人防護具を装着
した作業班が発症者にマスクを
着けさせた上で援助します。こ
こは、先ほど申し上げた、「病院
やクリニックにそのまま駆け込んではいけません」というところです。

資料 41

資料 40
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海外発生期から国内発生早期において、事業者は帰国者・接触者相談センターに連絡し、発症し
た日付と現在の症状を伝え、今後の治療方針（搬送先や搬送方法）について指示を受けます。もうま
ん延してしまった場合は一般の病院になりますが、囲い込んで、食い止めて、という段階の場合は、
すぐに帰国者・接触者相談センターに連絡するということです。（資料41）

（ⅲ）感染対策の実効性を高めるため、職場で感染した可能性がある者がいる場合を想定し、
　　以下のような対応措置を立案する
社内で従業員が発症した場合の対応・対処は、「こういうことをしてください」と書いてありま
すが、それに加えて「誰がやるのか」をきちんと押さえておかなくてはなりません。待っていたら
誰かがやってくれるということにはならないわけで、それは総務の方かもしれないし、人事の方か
もしれません。誰かがやらないと対応措置は進みませんから、ここだけは事前に決めておいてくだ
さいということです。そして決めたら、そのトレーニングもしてください。
対処する作業班を決めておくことが重要です。作業メンバー用のマスクなどの個人防護具、消毒
薬を準備しておきます。別室に連れて行って待機し、帰国者・接触者相談センターに連絡をして搬
送するところまでやるのは社内の人間です。これはぜひ、計画の中に落とし込んでいただきたいの
です。（資料40）
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（ⅳ）一般的な留意事項（従業員に対する注意喚起）
繰り返しになりますが、一般
的な留意事項についてです。こ
れは社員の方に徹底してくださ
い。38度以上の熱、咳、全身倦
怠感の症状があれば、出社しな
いことです。それから、マスク
着用・咳エチケット・手洗い・
うがい等の基本的な感染防止対
策の実施です。公共交通機関の
ラッシュの時間帯を使わないと
いうのは難しいのですが、でき
るだけ時差出勤などの形で対応
していただくということだと思
います。症状のある人には近づ
かない、接触した場合は手洗い
し、手で顔を触らない（接触感染を避ける為）、このようなことを徹底していただきます。これは事
業者向けのガイドラインに書いてあることです。ポイントは、「これを徹底して全員ができるか」と
いうところに尽きるかと思います。くどいようですが、一人でも漏れたら、その方から社内に広が
るのです。（資料42）

（ⅴ）職場の清掃・消毒
接触感染が起こりそうな所に
ついてです。机、ドアノブ、ス
イッチ、階段の手すり等につい
ては、拭き取りをしてください。

（資料43）

資料 42

資料 43
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職場の清掃についてです。基
本的には外部の事業者に委託し
ている企業が多いと思います
が、国から「ここは押さえてく
ださい」というポイントが示さ
れていますので、そこに注意し
ていただければと思います。

（資料44）

患者発生時に対応するメン
バーが決まっているか、個人防
護具が準備できているか、実際
にマスクを着けて手袋をはめ
て、吐瀉（としゃ）物を処理する
ところまでできるかどうかとい
うことを、ぜひ訓練していただ
く必要があると思います。

（資料45）

資料 44

資料 45
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（ⅵ）事業所で従業員が発症した場合の対処（続き）
国内発生早期は、感染症指定
医療機関等で治療を受けます。
地域感染期に入り流行が広まっ
てきた場合には入院措置は原則
行わず、患者の症状の程度から
入院の必要性の有無を判断しま
す。地域感染期にたくさんの患
者が一度に出てくると、全員を
入院させることができないので
症状が重い人からになると思い
ます。医療機関がパンクしてし
まうことが、かなりの確率で想
定されていますので入院治療の
必要性がなければ、自宅での療
養を勧めることになります。

（資料46）

（ⅶ）海外勤務する従業員等への対応
海外勤務する従業員の方への
対応です。新型インフルエンザ
の場合、当然のことながら皆さ
ん免疫がないので、日本だけで
なく世界中に広がります。発生
国に駐在する従業員・家族につ
いては、感染症危機情報や現地
の在外公館の情報を踏まえて、
現地における安全な滞在方法、
待避の可能性について検討して
ください。発生国への海外出張
は、やむを得ない場合は中止す
るということです。
気を付けなければいけないの
は、感染が拡大した場合、国の
施策の中に定期航空便の運航停止があり得ることです。今は流行していなくても、出張中に流行が
始まり定期便が運行停止になることもあるので、発生国以外でも、海外出張については延期したり
中止したりすることを検討してくださいということです。（資料47）

資料 47

資料 46
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一方、日本は先進国なので、
様々な環境が整っていて死亡率
が低いです。海外でも、いわゆ
る先進国で、医療機関もきちん
と整備されている所であれば、
必ずその駐在の方は戻ってくる
べきかというと、そういう決断
ばかりではありません。実際に
2009年の流行時に、企業で「戻
さない」という決断を下した所
もありました。その場合は、当
然その国において感染防止策に
努めて事業継続することになる
わけです。海外駐在者について
は、帰国だけが選択肢ではなく、
その国で感染防止策をとって身を守りつつ事業を続ける、業務によっては続けざるを得ないとい
うことがあり得ると思います。ただし、「私どもは従業員のことを考えて帰します」という選択肢を
とった場合、つまり帰国させると決めた場合はそのタイミングを逃さないでください。絶対に帰さ
なくてはいけないわけでは決してないのですが、帰すと決めていたのに帰せなくなることは避け
ましょうということです。定期航空便が運行中止になることがあるので、帰すと決めた場合は、自
宅から空港まで安全に移動できる手段を確保して、現金やオープンチケットを準備しておく必要
があります。帰ろうと思ったら、帰れる環境をきちんと整えてくださいということです。ディスカ
ウントチケットですと、搭乗できる優先順位が下がりますから、ここはきちんとした切符を買って
準備しておくことになると思います。（資料48）
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（６）新型インフルエンザ等に備えた事業継続の検討・実行
（ⅰ）事業継続方針の検討
新型インフルエンザ等の事業
継続です。特別措置法の下で、期
間を定めて学校、社会福祉施設、
興行場等、多数の者が利用する
施設の管理者、または、それらの
施設を使用して催事を開催する
者に対して、施設使用の制限等
の措置を要請することができま
す。学校、社会福祉施設（通所）は
お休みということが起こります。

（資料49）

（ⅱ）事業影響度分析・リスク分析と重要業務の特定
一方、指定（地方）公共機関、
登録事業者は、新型インフルエ
ンザ等対策の実施、そして適切
な事業継続を行ってください。
この辺りをまとめると、指定

（地方）公共機関、登録事業者は、
国内で流行している時でも求め
られる対策を実施して、国民生
活、国民経済の安定に寄与する
業務を継続的に実施してくださ
いということです。
一方、一般の事業者は、従業
員の感染リスクと事業継続の観
点からバランスをとり、やるべ
きことはやってくださいという
ことです。その為には、重要な業務が継続できるように、何が足りなくなるのかを洗い出しておく
必要があります。（資料50）

資料 50

資料 49
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（ⅲ）事業影響度分析・リスク分析と重要業務の特定
一般事業者は、自社の事業を
総合的に判断してお休み、縮小、
継続ということになります。た
だし、一般事業者のお客さまが
指定（地方）公共機関や登録事業
者の場合、指定（地方）公共機関
と登録事業者は新型インフルエ
ンザが流行した時も一生懸命や
らなくてはなりませんから、一
般事業者もやってくださいとい
うことがあります。皆さまが誰
の為にサービスを提供されてい
るのかということです。例えば、
指定（地方）公共機関である病院
にサービスを提供している場
合、ご自身は指定（地方）公共機関に入っていなかったとしても、お客さまから「きちんとやってく
ださい」ということが当然ながらあるわけです。指定（地方）公共機関・登録事業者は、自社のサー
ビスなどを提供する為に、関連する事業者にお願いするという立て付けになってくると思います。
したがって、自社が指定（地方）公共機関や登録事業者でなくても、やらなければいけないことが当
然出てくるかと思います。
不要不急の事業は縮小・中止を検討します。（資料51）

（ⅳ）重要な要素・資源の確保
資料52は、いろいろな制約が
ありますから気を付けてくださ
いということです。サプライ
チェーンや、その辺りを見てお
いていただければよいかと思い
ます。（資料52）

資料 51

資料 52
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（ⅴ）人員計画の立案
今までのまとめです。従業員
本人の発症は、ピーク時に多く
見積もっても5％ですが、学校
や、福祉施設、通所サービスが
お休みになるということで、従
業員が最大4割欠勤した場合を
想定してください。まん延防止
対策として、地域全体で学校・
保育施設等の臨時休業が実施さ
れる場合、乳幼児・児童等には
基本的に家族が自宅で付き添わ
なければならないことも考えて
おきましょう。ピークは2週間
ぐらいと国が想定しています。

（資料53）

ガイドラインから、新
型インフルエンザ等に備
えた人員計画について資
料54、55に書いてありま
す。例えば、従業員の感
染リスクを減らす為には
どういうことがあるか、
職場内での感染防止を減
らす為にはどうするのか
ということで、それぞれ
良いことが書いてありま
す。しかし、それぞれ皆さ
ま方の事業と職場環境
等々を考えると、これを
そのまま全部できるかと
いうと、必ずしもそうで
はありません。例えば、「通
勤」という所で、「自家用車・自転車・徒歩による出勤の推進」と書いてありますが、社員がマイカーで
通勤しても駐車する所がない場合があり、また、歩いて通って来られない遠い所に住んでいる方もお
られます。地方の工場で駐車スペースがある所ならこの作戦は使えますが、使えない対策もあるわけ
です。それから、発熱による入所制限です。発熱した方は職場に入れないということで、自社の受付で
体温を測定することがありますが、それをする前に、「熱のある人は来ないでください」というアナウン
スをする方が重要です。来てから測るのでは誰が測るのかという話になり、逆に手間が掛かってしま
います。ただでさえ人が足りない時にそんなことをするのか、ということになります。ここも、やるかや
らないかはそれぞれの企業で考えていただくことです。一つ一つは対策としてとても良いことが書い
てあるのですが、自分の会社でこれをやるかどうかは、自社の目線でぜひ考えていただきたいのです。

資料 53

資料 54
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事業継続の場合は、「や
ること」と「やらないこと」
というキーワードで判断
していただきたいのです。
今は平常時なので、感染
防止策、事業継続計画と
いうことで考えると、いろ
いろなことが出てきます。
それを考える時の判断基
準は、この事業、このオペ
レーションはやるのかや
らないのかということで
す。資料54、55に書いてあ
ることは全部、やろうと思
えばできることです。資料
54、55に書いてあること
ができるかできないかと
いうと、例えば、在宅勤務、重要業務の重点化、出張や会議の中止検討などは、平常時で考えればでき
ないことはないと思います。ただし、緊急事態、新型インフルエンザ流行期で最悪64万人の人が亡くな
るかもしれないという事象が起こった時に、「できるかできないか」ではなく、「やるかやらないか」を今
決めておくのです。緊急事態には「できるけれどもやらない」という選択肢をとるということです。平常
時にできるかできないかを考えると、みんなできてしまうのですが、緊急事態に、バタバタと人が倒れて
いる時に全部やるのかを考えるのです。平常時に自社で「やるかやらないか」を決めて、やると決めたこ
とを緊急事態の時に的確にやっていただくことが重要になってくると思います。（資料54, 55）

感染リスクの大小は、基本的
には接触感染、飛沫感染です。
不特定多数の人と接触するかど
うかがポイントですが、訪問者
の立ち入り制限やスクリーニン
グをかけるということではな
く、まずは感染者は来社させな
い、そしてメールや電話ででき
ないのかどうかなど、考えてい
かないといけないと思います。

（資料56）

資料 55

資料 56
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（７）教育・訓練
本日、ここまで申し上げた感
染防止を含め、感染防止対策に
難しいことは一つもありません。
しかし、それを具体的な行動変
容に落とし込めるかどうかがポ
イントなのです。「手を洗って」
といって、洗えない人はいない
でしょう。「熱が出ている時は
来ないでください」といって、
どういうことかよく分からない
という人はいません。ただ、そ
れを実際にやれるかどうかが勝
負の分かれ目になります。季節
性のインフルエンザは今も流行
期が続いていますが、そこは同
じです。季節性のインフルエンザでゴホゴホしながら、出てくるのか出てこないのかということに
なると思います。そこから始めていかないといけないのです。職場における感染防止対策の普及・
啓発が重要になってくるかと思います。
在宅勤務はとてもよいことですが、明日からできるというものでもありません。在宅勤務をやる
ためには、当然ながらセキュリティの問題があるので、自前のパソコンではなく会社支給でセキュ
リティレベルの高いものを準備する。そして、勤怠管理はどうするのか、組合との交渉はどうする
のかと考えたら、今のような平常時からやっていただかないとできないことだと思います。行動変
容が重要であり、トップも従業員も家族も全員が実践しなければなりません。
2013年、政府の行動計画、事業者向けのガイドラインは全て新しく改定されました。本日はリス
トを作っていますので、それに基づいて見直しをしていただければと思います。従来から言われて
いますが、新型インフルエンザの導火線が長いか短いか分からないということです。2015年1月23
日に政府が安倍首相を含めて新型インフルエンザの対策訓練を行っており、必ずしも感染症につ
いて安心できる状況ばかりではないということだと思います。ぜひ、この残された時間を有効に活
用していただければと思います。（資料57）

資料 57
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Ⅳ．自社取組み状況の確認

自社取り組み状況の確
認ということで、感染防
止と事業継続について、
【１】対策体制の検討・確
立、【２】感染防止策の検
討、【３】新型インフルエ
ンザに備えた事業継続の
検討【４】教育・訓練とい
うチェックリストがあり
ます。ぜひこれを自社の
計画の見直しに使ってい
ただければと思います。
一つ、触れていなかっ
たことは、複数の事業者
が入居する賃貸ビルに
入っている場合です。受
付が完全に別になってい
ればよいのですが、共通の受付や、オーナーとテナントの間で解決しなくてはいけない問題がある
のならば、今の段階で交通整理をしていただく必要があると思います。（資料58）

資料 58
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Ⅴ．まとめ

１．政府行動計画：発生段階ごとの対策の概要
資料59、60は、ガイド
ラインではなく、政府
行動計画で発生段階ご
との対策の概要です。
まず「海外発生期」が
あります。日本に入っ
てくる、「国内発生早期」
から「国内感染期」「小
康期」ということで、
流行が収束していくよ
うなタイムフレームに
なっています。まず海
外発生期に、国がいろ
いろな準備をすること
を理解しておきましょ
う。資料60の一番下に
星印で「新型インフル
エンザ等緊急事態宣言
時のみ必要に応じて実
施する措置」と書いて
あります。つまり、資料
60の国内発生早期の欄
の星印で「不要不急の
外出自粛要請」「学校等
の施設の使用制限」「指
定公共機関は業務の実
施の為の必要な措置を
開始」の項目は、緊急事
態宣言が出た時のみ必
要に応じて実施される
ことです。企業が感染
防止策、事業継続計画
を立てていただくに当
たっては、国がこんな
ふうに動くということを把握しておくことが重要です。（資料59, 60）

資料 59

資料 60
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２．まとめ：今、できることを着実に
今は平常時ですから、落ち着
いて関係機関、社内はもちろん、
保健所や産業医の方、ビルの
オーナー、サプライチェーンの
お相手など、お話ししようと思
えば余裕を持ってできるわけで
す。ぜひこの平常時を利用して
いただきたいのです。
実際に緊急時になったら、
2009年のことを思い出していた
だければ分かる通り、時間が大
変逼迫（ひっぱく）してきます。
そこでは、やることとやらない
ことのうちの「やること」を徹
底して実行する必要があります
から、今の段階で「やること」を決めていただくことが一つ目です。
もう一つは、今日のお話の内容自体は簡単で、感染防止策は当たり前という話ばかりだったと思
います。ただ、それをどこまで行動に落とし込むか、つまり行動変容するかなのです。これは時間
をかけて今の平常時にやっていただきます。
物資調達というのは、2009年の流行時にいろいろと買った物も、備蓄の期限がそろそろ来ている
ものがあると思います。あるいは、別の事情で使われた物があるかもしれません。足りない物はな
いか、期限切れの物はないかを、ぜひ今の段階で確認していただければと思います。
そして、新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症対策は、どこまでいっても「感染防止」と

「事業継続」の二本柱です。状況によっては二律背反的なところが出てきますが、バランスをとっ
てやっていただくことが大切になってくると思います。（資料61）
今日お話ししたことが、一つでも二つでも皆さまのお役に立てばと思って終わらせていただき
ます。ご静聴ありがとうございました。

資料 61
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